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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を収容するための収容部と、
　前記収容部の側壁面の縁にそれぞれ開口する２以上の流路と、
　前記側壁面の縁において互いに隣接する２つの前記流路の開口部間に配置された、前記
側壁面の縁に沿う液体の移動を遅らせるか、または止めるための液体移動抑制部と、
　を有する、液体取扱装置。
【請求項２】
　前記液体移動抑制部は、前記側壁面に形成された凹部または凸部である、請求項１に記
載の液体取扱装置。
【請求項３】
　貫通孔と、その端部が前記貫通孔の一方の開口縁にそれぞれ接続された２以上の溝とを
有する基板と、
　前記貫通孔の一方の開口部および前記２以上の溝の開口部を閉塞するように前記基板の
一方の面上に配置されたフィルムと、
　を有し、
　前記収容部は、前記貫通孔の前記開口部を前記フィルムで閉塞することにより形成され
、
　前記流路は、前記溝の開口部を前記フィルムで閉塞することにより形成され、
　前記液体移動抑制部は、前記貫通孔の前記開口縁に形成された凹部または凸部である、
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　請求項１に記載の液体取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体取扱装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、タンパク質や核酸などの微量な物質の分析を高精度かつ高速に行うために、マイ
クロ流路チップが使用されている。マイクロ流路チップは、分析に必要な試薬および試料
の量が少なくてよいという利点を有しており、臨床検査や食物検査、環境検査などの様々
な用途での使用が期待されている。そこで、複雑な構造を持つ、様々な形状のマイクロ流
路チップが開発されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のマイクロ流路チップは、液体を注入するための４つの注入穴部と、
４つのマイクロチャンネル流入部（以下、「流入部」ともいう）と、マイクロチャンネル
反応槽部（以下、「反応槽部」ともいう）と、マイクロチャンネル分離部（以下、「分離
部」ともいう）と、廃液部とを有する。４つの注入穴部、反応槽部および廃液部は、基板
に形成された有底の穴である。反応槽部の中には、反応固相として、固体微粒子が配置さ
れる。４つの流入部は、基板に形成された溝であり、その一端が反応槽部に連通し、その
他端が４つの注入穴部のいずれかにそれぞれ連通している。分離部も、基板に形成された
溝であり、その一端が反応槽部において反応槽部を挟んで流入部と対向する位置に連通し
、その他端が廃液部に連通している。さらに、分離部の流路断面積は、固体微粒子の直径
よりも小さい。このような構成をとることにより、流入部から反応槽部に導入された反応
物は、固体微粒子上に吸着されるものの、固体微粒子は、分離部に流入することなく、堰
き止められる。一方で、流入部から反応槽部に導入された未反応物のみが、分離部に流入
し、反応槽部から廃液部に分離される。マイクロ流路チップでは、３種類の反応物が３つ
の流入部から反応槽部にそれぞれ導入され、反応槽部において反応が行われる。反応後、
未反応物が分離部から分離され、分析が行われる。なお、残り１つの流入部は、洗浄液な
どを導入するために使用されうる。このように、特許文献１に記載のマイクロ流路チップ
では、２以上の流入部から２種類以上の反応物を反応槽部に導入することで、反応を行い
、所望の分析を行うことができる。
【０００４】
　なお、特許文献１に記載のマイクロ流路チップでは、上記の基板の表面に保護プレート
が配置されていてもよい。保護プレートにおいて、４つの注入穴部、反応槽部、および廃
液部に相当する位置には開口が設けられているため、注入穴部、反応槽部および廃液部は
、外部に連通する。しかし、流路として機能する流入部および分離部の開口部は、保護プ
レートにより閉塞される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－００４６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の液体取扱装置（マイクロ流路チップ）では、液体は、２以上の流路
（流入部）から収容部（反応槽部）に導入される。通常、液体は、同時に収容部へ導入さ
れず、時間差をもって導入される。仮に、収容部へ液体を同時に導入しようとしても、厳
密に同時に導入することは困難である。このため、ある流路から先に収容部へ導入された
液体が、収容部の側壁面に沿って移動し、他の流路の収容部への開口部を塞いでしまうこ
とがある。このような場合、他の流路内の空気が収容部に抜けることができなくなるため
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、他の流路内の液体の移動が止まり、適切な分析を行うことができない。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、２以上の流路を有する液体取扱装置
であって、ある流路から収容部に導入された液体が、他の流路の開口部を塞ぐことを抑制
できる液体取扱装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の液体取扱装置は、液体を収容するための収容部と、前記収容部の側壁面の底部
にそれぞれ開口する２以上の流路と、前記側壁面の底部において互いに隣接する２つの前
記流路の開口部間に配置された、前記収容部の底面と前記側壁面とにより形成される角に
沿う液体の移動を遅らせるか、または止めるための液体移動抑制部と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、１つの収容部に２以上の流路から適切に液体を導入でき、適切に反応
や分析などを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１Ａは、実施の形態１に係るマイクロ流路チップの平面図であり、図１Ｂは、
実施の形態１に係るマイクロ流路チップの側面図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係るマイクロ流路チップを構成する基板の底面図である
。
【図３】図３は、実施の形態１に係るマイクロ流路チップを構成する基板の収容部（第３
貫通孔）の周辺を底面側から見たときの部分拡大斜視図である。
【図４】図４Ａ～Ｃは、比較例に係るマイクロ流路チップの収容部に液体が導入される過
程を示す模式図であり、図４Ｄ～Ｆは、実施の形態１に係るマイクロ流路チップの収容部
に液体が導入される過程を示す模式図である。
【図５】図５Ａは、実施の形態２に係るマイクロ流路チップの平面図であり、図５Ｂは、
実施の形態２に係るマイクロ流路チップの側面図である。
【図６】図６は、実施の形態２に係るマイクロ流路チップを構成する基板の収容部（第３
貫通孔）の周辺を底面側から見たときの部分拡大斜視図である。
【図７】図７Ａ～Ｃは、実施の形態２に係るマイクロ流路チップの収容部に液体が導入さ
れる過程を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明では
、本発明に係る液体取扱装置の代表例として、マイクロ流路チップについて説明する。
【００１２】
　［実施の形態１］
　実施の形態１では、液体移動抑制部として収容部の側壁面に複数の凹部が形成されてい
るマイクロ流路チップについて説明する。
【００１３】
　（マイクロ流路チップの構成）
　図１は、実施の形態１に係るマイクロ流路チップ１００の構成を示す図である。図１Ａ
は、マイクロ流路チップ１００の平面図であり、図１Ｂは、マイクロ流路チップ１００の
側面図である。図２は、実施の形態１に係るマイクロ流路チップ１００を構成する基板１
１０の底面図である。
【００１４】
　図１Ａおよび図１Ｂに示されるように、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ１００
は、基板１１０およびフィルム１２０から構成されている。また、マイクロ流路チップ１
００は、第１液体導入部１３０、第１流路１３５、第２液体導入部１４０、第２流路１４
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５および収容部１５０を有する。収容部１５０には、円周溝１６０および１４個の液体移
動抑制部１７０が形成されている。
【００１５】
　基板１１０は、透明な略矩形の樹脂からなる板である。図２に示されるように、基板１
１０には、第１貫通孔１１１、第１溝１１２、第２貫通孔１１３、第２溝１１４、第３貫
通孔１１５および第３溝１１６が形成されている。第１溝１１２、第２溝１１４および第
３溝１１６は、基板１１０の一方の面（底面）に形成されている。第１溝１１２の両端部
は、第１貫通孔１１１および第３貫通孔１１５（第３溝１１６）にそれぞれ連通している
。また、第２溝１１４の両端部は、第２貫通孔１１３および第３貫通孔１１５（第３溝１
１６）にそれぞれ連通している。第３溝１１６は、第３貫通孔１１５の開口縁に形成され
ている。
【００１６】
　基板１１０の厚さは、特に限定されない。たとえば、基板１１０の厚さは、１～１０ｍ
ｍの範囲内である。また、基板１１０を構成する樹脂の種類は、特に限定されず、公知の
樹脂から適宜選択されうる。基板１１０を構成する樹脂の例には、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン
、ポリエーテル、ポリエチレン、ポリスチレン、シリコーン樹脂、エラストマーが含まれ
る。基板１１０の作製方法は、特に限定されない。たとえば、基板１１０は、射出成形な
どにより作製される。
【００１７】
　フィルム１２０は、透明な略矩形の樹脂からなるフィルムである。フィルム１２０は、
基板１１０の一方の面（底面）上に配置されている。フィルム１２０を構成する樹脂の種
類は、基板１１０への十分な密着強度を有し、かつ分析時に求められる耐熱性や耐試薬性
などを確保することができれば特に限定されない。フィルム１２０を構成する樹脂の種類
の例には、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル、
ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエーテル、ポリエチレン、ポリスチレン、シリコ
ーン樹脂などが含まれる。フィルム１２０の厚さは、前記の機能を発揮することができれ
ば特に限定されず、樹脂の種類（剛性）に応じて適宜設定されうる。本実施の形態では、
フィルム１２０の厚さは、２０μｍ程度である。
【００１８】
　フィルム１２０は、基板１１０の第１溝１１２、第２溝１１４および第３溝１１６が形
成されている面（底面）に接合される。第１溝１１２、第２溝１１４および第３溝１１６
は、その開口部をフィルム１２０で閉塞されることで、それぞれ第１流路１３５、第２流
路１４５および円周溝１６０となる。また、第１貫通孔１１１および第２貫通孔１１３は
、その開口部をフィルム１２０で閉塞されることで、それぞれ第１液体導入部１３０およ
び第２液体導入部１４０となる。さらに、第３貫通孔１１５は、その開口部をフィルム１
２０で閉塞されることで、液体を収容することができる収容部１５０となる。フィルム１
２０を基板１１０に接合する方法は、特に限定されない。たとえば、フィルム１２０は、
基板１１０に熱溶着やレーザ溶着、接着剤などにより接合されうる。
【００１９】
　第１液体導入部１３０および第１流路１３５は、液体を収容部１５０に導入するための
導入口および導入流路である。第１流路１３５の上流端は、第１液体導入部１３０に連通
し、第１流路１３５の下流端は、収容部１５０に連通している。特に、第１流路１３５の
下流端は、収容部１５０の側壁面の底部（下部）に開口している。
【００２０】
　第１液体導入部１３０は、第１流路１３５に導入するための液体を収容する凹部である
。第１液体導入部１３０の形状および大きさは、外部から第１液体導入部１３０に液体を
導入することができれば、特に限定されない。第１液体導入部１３０の形状の例には、円
柱形状、円錐台形状が含まれる。本実施の形態では、第１液体導入部１３０の形状は、円
柱形状である。
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【００２１】
　第１流路１３５は、第１液体導入部１３０で導入された液体を収容部１５０まで移動さ
せる。第１流路１３５は、液体を毛細管現象により移動させる。第１流路１３５の断面積
および断面形状は、液体を第１液体導入部１３０から収容部１５０に移動させることがで
きれば特に限定されない。たとえば、第１流路１３５の断面積および断面形状は、一辺の
長さ（幅および深さ）が数μｍから数ｍｍ程度の略矩形である。なお、本明細書において
、「流路の断面」とは、液体の流れ方向に直交する流路の断面を意味する。
【００２２】
　第２液体導入部１４０および第２流路１４５は、液体を収容部１５０に導入するための
導入口および導入流路である。第２流路１４５の上流端は、第２液体導入部１４０に連通
し、第２流路１４５の下流端は、収容部１５０に連通している。特に、第２流路１４５の
下流端は、収容部１５０の側壁面の底部（下部）に開口している。
【００２３】
　第２液体導入部１４０は、第２流路１４５に導入するための液体を収容する凹部である
。第２液体導入部１４０の形状および大きさは、外部から第２液体導入部１４０に液体を
導入することができれば、特に限定されない。第２液体導入部１４０の形状および大きさ
の例は、第１液体導入部１３０と同様である。また、第２液体導入部１４０の形状および
大きさは、第１液体導入部１３０と同じであってもよいし、異なっていてもよい。本実施
の形態では、第２液体導入部１４０の形状および大きさは、第１液体導入部１３０と同じ
である。
【００２４】
　第２流路１４５は、第２液体導入部１４０で導入された液体を収容部１５０まで移動さ
せる。第２流路１４５は、液体を毛細管現象により移動させる。第２流路１４５の断面積
および断面形状は、液体を第２液体導入部１４０から収容部１５０に移動させることがで
きれば特に限定されない。第２流路１４５の断面積および断面形状の例は、第１流路１３
５と同様である。第２流路１４５の断面積および断面形状は、第１流路１３５の断面積お
よび断面形状と同じであってもよいし、異なっていてもよい。本実施の形態では、第２流
路１４５の断面積および断面形状は、第１流路１３５と同じである。
【００２５】
　収容部１５０は、第１流路１３５および第２流路１４５から流入する液体を収容する。
収容部１５０の形状や容積などは特に限定されず、用途に応じて適宜設定される。たとえ
ば、収容部１５０は、反応場や反応後の試料の廃液部などとして利用される。本実施の形
態では、収容部１５０の形状は、円柱形状である。前述のとおり、収容部１５０の側壁面
の底部において、円周溝１６０および１４個の液体移動抑制部１７０が配置されている。
収容部１５０の側壁面の底部（本実施の形態においては円周溝１６０の側壁）において、
第１流路１３５の開口部および第２流路１４５の開口部は、互いに対向するように配置さ
れている。７個の液体移動抑制部１７０は、収容部１５０の側壁面の底部（本実施の形態
においては円周溝１６０の側壁）における第１流路１３５および第２流路１４５の開口部
間の一方の領域に配置されている。残る７個の液体移動抑制部１７０は、収容部１５０の
側壁面の底部における第１流路１３５および第２流路１４５の開口部間の他方の領域に配
置されている。
【００２６】
　円周溝１６０は、収容部１５０の側壁面の下端（収容部１５０の底面の外周縁）のみが
側壁面全体に対して凹むように配置されている。円周溝１６０には、第１流路１３５およ
び第２流路１４５が開口している。円周溝１６０は、第１流路１３５または第２流路１４
５から収容部１５０に流入した液体を毛細管現象により移動させる。
【００２７】
　液体移動抑制部１７０は、収容部１５０の底面と側壁面とにより形成される角（本実施
の形態においては円周溝１６０）に沿う液体の移動を遅らせるか、または止めるために設
けられている凸部または凹部である。本実施の形態では、液体移動抑制部１７０は、凹部
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である。図３は、基板１１０の第３貫通孔１１５（収容部１５０）の周辺を底面側から見
たときの部分拡大斜視図である。液体移動抑制部１７０が配置される場所は、前記の機能
を発揮することができれば特に限定されない。本実施の形態では、液体移動抑制部１７０
は、収容部１５０の側壁面の底部（第３貫通孔１１５の開口縁）において、第１流路１３
５および第２流路１４５の下流端（開口部）の間に配置されている。また、液体移動抑制
部１７０の数および大きさも、前記の機能を発揮することができれば特に限定されない。
本実施の形態では、液体移動抑制部１７０は、合計１４個の凹部である。液体移動抑制部
１７０は、前述のとおり、収容部１５０の側壁面の底部において、対向するように７個ず
つ配置されている。液体移動抑制部１７０の大きさは、流入する液体の体積や粘度などに
応じて適宜設定されうる。これにより、ある流路の開口部から導入された液体が、収容部
１５０の底面と側壁面とにより形成される角に沿って（本実施の形態においては円周溝１
６０を通って、他の流路の開口部に到達するまでの時間を調整することができる。また、
各液体移動抑制部１７０の大きさは、同じであっても、異なっていてもよい。本実施の形
態では、各液体移動抑制部１７０の大きさは、同じである。また、本実施の形態では、各
液体移動抑制部１７０の大きさは、０．２ｍｍ×０．０５ｍｍ×０．０４ｍｍである。
【００２８】
　（マイクロ流路チップの動作）
　次に、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ１００を使用する場合における、液体移
動抑制部１７０の機能について説明する。また、液体移動抑制部１７０の効果を説明する
ために、収容部１５０’の側壁面の底部に液体移動抑制部１７０が形成されていない比較
例に係るマイクロ流路チップについても説明する。図４Ａ～Ｃは、比較例に係るマイクロ
流路チップの収容部１５０’に液体が導入される過程を示す模式図であり、図４Ｄ～Ｆは
、実施の形態１に係るマイクロ流路チップ１００の収容部１５０に液体が導入される過程
を示す模式図である。なお、図４Ａ～Ｆでは、マイクロ流路チップにおける収容部１５０
’、１５０の周辺部分のみを拡大して示している。また、ここでは、第１流路１３５を流
れる液体が、第２流路１４５を流れる液体より先に収容部１５０’、１５０まで到達する
ものとして説明をする。
【００２９】
　なお、第１流路１３５（第１液体導入部１３０）および第２流路１４５（第２液体導入
部１４０）に導入される液体の種類は、特に限定されない。液体の種類の例には、試薬や
液体試料などが含まれる。また、液体の粘度は、第１流路１３５および第２流路１４５の
中を毛細管現象で液体が移動可能であれば特に限定されない。第１流路１３５（第１液体
導入部１３０）に導入される液体の種類は、第２流路１４５（第２液体導入部１４０）に
導入される液体の種類と同じであってもよいし、異なっていてもよい。以下、マイクロ流
路チップ１００の動作の説明において、第１流路１３５および第２流路１４５に導入され
る液体の種類は、異なるものとする。液体１０は、第１流路１３５に導入され、液体２０
は、第２流路１４５に導入されるものとする。
【００３０】
　まず、図４Ａ～Ｃを参照して、比較例に係るマイクロ流路チップについて説明する。液
体１０は、不図示の第１液体導入部１３０に導入される。ほぼ同時に、液体２０は、不図
示の第２液体導入部１４０に導入される（図４Ａ参照）。次いで、液体１０は、毛細管現
象により第１流路１３５を満たしつつ、第１流路１３５の下流端に向かって移動する。同
時に、液体２０は、毛細管現象により第２流路１４５を満たしつつ、第２流路１４５の下
流端に向かって移動する。先に第１流路１３５の下流端に到達した液体１０は、収容部１
５０’内に流入する。第１流路１３５の下流端から収容部１５０’内に流入した液体１０
は、円周溝１６０に沿って移動する（図４Ｂ参照）。液体１０は、円周溝１６０に沿って
移動し、第２流路１４５の下流端に到達する。第２流路１４５の下流端における開口部は
、円周溝１６０に沿って移動してきた液体１０により塞がれる。これにより、第２流路１
４５内の空気が収容部１５０’に抜けることができなくなり、第２流路１４５内の液体２
０が移動できなくなる（図４Ｃ参照）。
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【００３１】
　次に、図４Ｄ～Ｆを参照して、実施の形態１に係るマイクロ流路チップ１００について
説明する。液体１０は、不図示の第１液体導入部１３０に導入される。ほぼ同時に、液体
２０は、不図示の第２液体導入部１４０に導入される（図４Ｄ参照）。次いで、液体１０
は、毛細管現象により第１流路１３５を満たしつつ、第１流路１３５の下流端に向かって
移動する。同時に、液体２０は、毛細管現象により第２流路１４５を満たしつつ、第２流
路１４５の下流端に向かって移動する。先に第１流路１３５の下流端に到達した液体１０
は、収容部１５０内に流入する。第１流路１３５の下流端から収容部１５０内に流入した
液体１０は、円周溝１６０に沿って移動する（図４Ｅ参照）。液体１０が液体移動抑制部
１７０に到達すると、液体１０は、液体移動抑制部１７０である凹部を満たしつつ円周溝
１６０に沿って移動する。したがって、液体１０の移動速度は低下する。この間に、第２
流路１４５を移動してきた液体２０は、収容部１５０内に流入することができる（図４Ｆ
参照）。なお、収容部１５０の側壁面に円周溝１６０が形成されない場合、すなわち、収
容部１５０の側壁面において開口縁から底部に至るまで、液体移動抑制部１７０が形成さ
れている位置以外の領域に凹部が形成されない場合には、収容部１５０内に流入した液体
１０は、収容部１５０の側壁面および収容部１５０の底面によって形成される角に沿って
移動する。
【００３２】
　このように、液体移動抑制部１７０を有しない比較例に係るマイクロ流路チップと比較
して、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ１００では、液体移動抑制部１７０が、収
容部１５０の側壁面および収容部１５０の底面によって形成される角に沿って移動する液
体１０（本実施の形態においては、収容部１５０内の円周溝１６０を移動する液体１０）
の速度を遅くするため、第１流路１３５および第２流路１４５から収容部１５０に適切に
液体１０および液体２０を導入することができる。
【００３３】
　（効果）
　以上のように、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ（液体取扱装置）１００では、
２以上の流路から１つの収容部に適切に液体を導入することができる。すなわち、２種類
以上の液体（例えば、試料や試薬など）を扱う場合でも、適切に反応や分析などを行うこ
とができる。
【００３４】
　［実施の形態２］
　実施の形態２では、液体移動抑制部として収容部の側壁面に複数の凸部が形成されてい
るマイクロ流路チップについて説明する。
【００３５】
　（マイクロ流路チップの構成）
　本実施の形態に係るマイクロ流路チップ２００では、収容部２５０内の液体移動抑制部
２７０の数および形状が、実施の形態１に係るマイクロ流路チップ１００と異なる。そこ
で、実施の形態１に係るマイクロ流路チップ１００と同一の構成要素については、同一の
符号を付してその説明を省略する。
【００３６】
　図５は、実施の形態２に係るマイクロ流路チップ２００の構成を示す図である。図５Ａ
は、マイクロ流路チップ２００の平面図であり、図５Ｂは、マイクロ流路チップ２００の
側面図である。
【００３７】
　図５Ａおよび図５Ｂに示されるように、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ２００
は、基板２１０およびフィルム１２０から構成されている。また、マイクロ流路チップ２
００は、第１液体導入部１３０、第１流路１３５、第２液体導入部１４０、第２流路１４
５および収容部２５０を有する。収容部２５０には、円周溝１６０および６個の液体移動
抑制部２７０が形成されている。
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【００３８】
　収容部２５０は、基板２１０に形成された第３貫通孔１１５の開口部をフィルム１２０
で閉塞することにより形成される。収容部２５０は、第１流路１３５および第２流路１４
５から流入する液体を収容する。収容部２５０の側壁面の底部において、円周溝１６０お
よび６個の液体移動抑制部２７０が配置されている。収容部２５０の側壁面の底部（下部
）において、第１流路１３５の開口部および第２流路１４５の開口部は、互いに対向する
ように配置されている。３個の液体移動抑制部２７０は、収容部２５０の側壁面の底部に
おける第１流路１３５および第２流路１４５の開口部間の一方の領域に配置されている。
残る３個の液体移動抑制部２７０は、収容部２５０の側壁面の底部における第１流路１３
５および第２流路１４５の開口部間の他方の領域に配置されている。
【００３９】
　液体移動抑制部２７０は、収容部２５０の底面と側壁面とにより形成される角（円周溝
１６０）に沿う液体の移動を遅らせるか、または止めるために設けられている凸部または
凹部である。本実施の形態では、液体移動抑制部２７０は、凸部である。図６は、基板１
１０の第３貫通孔１１５（収容部２５０）の周辺を底面側から見たときの部分拡大斜視図
である。液体移動抑制部２７０が配置される場所は、前記の機能を発揮することができれ
ば特に限定されない。本実施の形態では、液体移動抑制部２７０は、収容部２５０の側壁
面の底部（第３貫通孔１１５の開口縁）において、第１流路１３５および第２流路１４５
の下流端（開口部）の間に配置されている。また、液体移動抑制部２７０の数および大き
さも、前記の機能を発揮することができれば特に限定されない。本実施の形態では、液体
移動抑制部２７０は、合計６個の凸部である。液体移動抑制部２７０は、前述のとおり、
収容部２５０の側壁面の底部において、対向するように３個ずつ配置されている。液体移
動抑制部２７０の大きさは、流入する液体の体積や粘度などに応じて適宜設定されうる。
これにより、円周溝１６０を移動する液体を遅らせるか、または止めるかを設定し、かつ
ある流路の開口部から導入された液体が、円周溝１６０を通って、他の流路の開口部に到
達するまでの時間を調整することができる。また、各液体移動抑制部２７０の大きさは、
同じであっても、異なっていてもよい。本実施の形態では、各液体移動抑制部２７０の大
きさは、同じである。また、本実施の形態では、各液体移動抑制部２７０の大きさは、０
．２ｍｍ×０．１ｍｍ×０．０４ｍｍである。
【００４０】
　（マイクロ流路チップの動作）
　次に、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ２００を使用する場合における液体移動
抑制部２７０の機能について説明する。図７は、実施の形態２に係るマイクロ流路チップ
２００の収容部２５０に液体が導入される過程を示す模式図である。なお、図７では、マ
イクロ流路チップにおける収容部２５０の周辺部分のみを拡大して示している。また、こ
こでは、第１流路１３５を流れる液体１０が、第２流路１４５を流れる液体２０より先に
収容部２５０まで到達するものとして説明をする。
【００４１】
　液体１０は、不図示の第１液体導入部１３０に導入される。ほぼ同時に、液体２０は、
不図示の第２液体導入部１４０に導入される（図７Ａ参照）。次いで、液体１０は、毛細
管現象により第１流路１３５を満たしつつ、第１流路１３５の下流端に向かって移動する
。同時に、液体２０は、毛細管現象により第２流路１４５を満たしつつ、第２流路１４５
の下流端に向かって移動する。先に第１流路１３５の下流端に到達した液体１０は、収容
部２５０内に流入する。第１流路１３５の下流端から収容部２５０内に流入した液体１０
は、円周溝１６０に沿って移動する（図７Ｂ参照）。しかし、液体１０は、液体移動抑制
部２７０である凸部を超えることができないため、それ以上円周溝１６０を移動すること
ができない。この間に、第２流路１４５を移動してきた液体２０は、収容部２５０内に流
入することができる（図７Ｃ参照）。
【００４２】
　このように、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ２００では、液体移動抑制部２７
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０が、収容部２５０内の円周溝１６０における液体１０の移動を止めることができるため
、第１流路１３５および第２流路１４５から収容部２５０に適切に液体１０および液体２
０を導入することができる。
【００４３】
　（効果）
　以上のように、本実施の形態に係るマイクロ流路チップ（液体取扱装置）２００では、
２以上の流路から１つの収容部に適切に液体を導入することができる。すなわち、２種類
以上の液体（例えば、試料や試薬など）を扱う場合でも、適切に反応や分析などを行うこ
とができる。
【００４４】
　なお、上記の各実施の形態では、２つ以上の液体移動抑制部１７０、２７０が、収容部
１５０、２５０の側壁面の底部において、対向するように配置されているマイクロ流路チ
ップ１００、２００について説明した。しかし、本発明に係るマイクロ流路チップでは、
１つの液体移動抑制部のみを有していてもよい。この場合、収容部の側壁面において第１
流路の開口部および第２流路の開口部は対向していない。１つの液体移動抑制部は、第１
流路の開口部と第２流路の開口部との間に位置する２つの円周溝のうち、短い円周溝に設
置される。
【００４５】
　また、上記の各実施の形態では、２つの流路を有するマイクロ流路チップ１００、２０
０について説明したが、本発明に係る液体取扱装置では、流路の数は、２以上であれば特
に限定されない。この場合、液体移動抑制部は、互いに隣接する２つの流路の開口部間に
配置される。
【００４６】
　また、上記の各実施の形態では、円周溝１６０が形成されているマイクロ流路チップ１
００、２００について説明したが、本発明に係るマイクロ流路チップでは、円周溝１６０
は、形成されていなくてもよい。この場合、液体は、収容部の底面と側壁面とにより形成
される角に沿って移動する。
【００４７】
　さらに、上記の各実施の形態では、液体移動抑制部１７０、２７０が、収容部１５０、
２５０の側壁面に形成された凹部または凸部であるマイクロ流路チップ１００、２００に
ついて説明したが、本発明に係る液体取扱装置では、液体移動抑制部は、収容部の底面の
外周部に形成された凹部であってもよい。この場合、フィルムに液体移動抑制部となる凹
部が形成される。この凹部が、収容部の底面と側壁面とにより形成される角を沿う液体の
移動を遅らせるか、または止める。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の液体取扱装置は、例えば、科学分野や医学分野などにおいて使用されるマイク
ロ流路チップとして有用である。
【符号の説明】
【００４９】
　１０、２０　液体
　１００、２００　マイクロ流路チップ
　１１０、２１０　基板
　１１１　第１貫通孔
　１１２　第１溝
　１１３　第２貫通孔
　１１４　第２溝
　１１５　第３貫通孔
　１１６　第３溝
　１２０　フィルム
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　１３０　第１液体導入部
　１３５　第１流路
　１４０　第２液体導入部
　１４５　第２流路
　１５０、１５０’、２５０　収容部
　１６０　円周溝
　１７０、２７０　液体移動抑制部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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